
  

   

当事業所が提供するサービスと利用料 

重要事項説明書別紙【ご利用者様用】 

(1)サービス利用料金は厚生労働大臣の定める基準により以下のようになります。 

①訪問介護の場合：1回訪問時の金額となります。  

サービスの種類 身体介護 基本利用料 
利用者負担 

(１割) 

利用者負担 

(２割) 

利用者負担 

(3割) 

20分以上30分未満 ２４４単位 ２４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

30分以上1時間未満 ３８７単位 ３８７０円 ３８７円 ７７４円 １１６１円 

1時間以上 
567単位に30分増すごと

に82単位を加算 
５６７０円 ５６７円 １１３４円 １７０１円 

サービスの種類 生活援助 基本利用料 
利用者負担 
(１割) 

利用者負担 
(２割) 

利用者負担 
(3割) 

20分以上45分未満 １７９単位 １７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

45分以上 ２２０単位 ２２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 

 

②身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

 

サービスの種類 身体介護 基本利用料 
利用者負担 

(１割) 

利用者負担 

(２割) 

利用者負担 

(3割) 

20分以上 ６５単位 ６５０円 ６５円 １３０円 １９５円 

45分以上 

130単位に25分増すごと
に65単位を加算(195単

位を限度) 
１３００円 １３０円 ２６０円 ３９０円 

  
 
③加算(減算)の場合：下記内容にての料金となります。 

加算名 金額 算定要件 

初回加算 ２００円/月 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サ

ービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属す

る月に、自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問

介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。 

緊急時訪問介護加算 １００円/月 利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提

供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマ

ネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任

者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画



  

   

にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合。 

早朝、夜間加算 所定単位数に25％を

乗じた単位数 

早朝(午前6時から 8時)、夜間(午後6時から午後

10時)にサービスを行った場合。 

深夜加算 所定単位数に50％を

乗じた単位数 

深夜(午後10時から午前6時)にサービスを行った

場合 

介護職員処遇改善加算 所定単位数に24.5％

を乗じた単位数 

上記①②③に該当する訪問介護費に乗じて算定し

ます。 

特定事業所加算 所定単位数に20％を

乗じた単位数 

訪問介護員の質の確保や活動環境の整備を図ると

ともに、要介護状態が中重度の方への対応を重点的

に行っている事業所に対し、上記①②③に該当する

訪問介護費に乗じて算定します。 

同一建物に対する減算 

(限度額管理対象外) 
所定単位数に90/100

を乗じた単位数 

ヘルパーステーションの建物と同一の建物以外に

居住する利用者にサービスを行う場合、上記①②③

に該当する訪問介護費に90/100を乗じて算定しま

す。 

 

 


